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令和６年度 サービス付き高齢者向け住宅実地検査実施方針 

 

１ 基本方針 

サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続

けられるよう、国土交通省及び厚生労働省が所管する「高齢者の居住の安定確

保に関する法律」（以下「高齢者住まい法」という。）が平成２３年４月に改正

され、制度化された。 

サービス付き高齢者向け住宅の数が増加している中で、事業者を育成し、サ

ービス付き高齢者向け住宅の質と信頼性の向上を図り、入居する高齢者が不利

益を被ることがないよう、住宅政策本部及び福祉局指導監査部との合同又は連

携により、高齢者住まい法等に基づく指導又は一般検査（以下「指導等」とい

う。）を実施する。 

また、特定施設入居者生活介護の指定を受けているサービス付き高齢者向け

住宅（以下「特定施設」という。）において、重大な法令違反、介護報酬の不

正請求又は不適切なサービス提供の疑いがある場合には、高齢者施策への信頼

維持及び利用者保護に主眼を置いて、速やかに介護保険法に基づく監査を実施

する。 

 

２ 指導等の重点項目 

（１）運営関係 

ア 登録基準に基づき、登録どおりにサービスが提供されているか。 

イ 有資格者等により提供すべきサービスが無資格者により提供されてい

ないか。（「特定施設」のみ） 

ウ 職員配置基準等に定める職員の資格及び員数を満たしているか。（「特定

施設」のみ） 

エ 介護報酬算定に関する告示を適切に理解した上、加算・減算等の基準に

沿って介護報酬が請求されているか。（「特定施設」のみ） 

オ 日常生活に要する費用の取扱いが適切に行われているか。 

カ 苦情処理体制が整備されているか。 

キ 事業の運営を行うために必要な設備等を備え、適切に使用・管理してい

るか。 

ク サービス提供を開始するに当たり、生活支援サービス等の契約内容及び 

手続の説明並びに同意（個人情報の利用を含む。）が適切に行なわれてい 

るか。 

ケ 非常災害時の対応について、具体的な防災計画を策定するとともに、

関係機関への通報・連携体制の確保、実効性のある避難・救出訓練の実
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施等の対策をとっているか。 

（２）利用者サービス関係 

ア サービス計画の作成、見直し及び記録等が個々の実態に即して処理等さ

れているか。（「特定施設」のみ） 

イ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（以下、

「高齢者虐待防止法」という。）に基づく人権侵害への防止に向けた取組

が行われているか。 

ウ 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止対策が講じられているか。 

エ 入居者の生活環境が配慮されているか。 

（３）会計関係 

ア 家賃等を除く礼金、更新料その他の金銭を受領していないか。 

イ 前払金の算定基礎、返還債務の算定方法が明示され、前払いした家賃 

等の返還債務が消滅するまでの期間を説明しているか。 

ウ 家賃等の前払金に保全措置が講じられているか。 

 

３ 監査の重点項目（「特定施設」のみ） 

（１）不正な手段により、指定を受けていないか。 

（２）無資格者によりサービスが提供されていないか。 

（３）人員基準違反等の状況の下、サービスが提供されていないか。 

（４）架空、水増しによる不正な介護報酬が請求されていないか。 

（５）帳簿書類の提出や質問に対して虚偽の報告や答弁がされていないか。 

（６）業務管理体制が実効ある形で整備され機能しているか。 

（７）高齢者虐待防止法に定める虐待に該当する疑いのある、必要以上の身体 

拘束や、人権侵害が行われていないか。 

 

４ 実施計画 

（１）検査対象 

ア 高齢者住まい法に基づく登録を受けた、サービス付き高齢者向け住宅 

登録事業者、又は登録事業者から住宅の管理若しくはサービスの提供を 

委託された者（以下「住宅」という。） 

イ アに掲げる住宅が提供する、又は併設・隣接（同一敷地内）している指

定介護保険事業所において提供される以下のサービス 

（ア）居宅サービス（指定特定施設入居者生活介護） 

（イ）介護予防サービス（指定介護予防特定施設入居者生活介護） 

ウ イの介護サービスを提供する事業者 
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（２）実施形態 

ア 指導等・監査等 

（ア）実施体制  

サービス付き高齢者向け住宅に対する指導等又は監査等は、原則とし 

て住宅政策本部と合同で実施する。検査項目については、指導監査部は、 

高齢者住まい法に基づく利用者サービス関係の項目及び介護保険法に

基づく項目全般（「特定施設」のみ）を担当する。 

（イ）実施方法 

対象住宅ごとに日程等を策定し、住宅に赴き、実地において実施する。 

また、必要に応じ、住宅の関係者等を呼び出し、執務室内において 

実施する。 

（ウ）実施単位 

住宅、事業所を単位として実施する。 

なお、実地検査の効率化を図るため、前記（１）のアに掲げる住宅が、 

同一敷地内の事業所で前記（１）のイのサービス事業の指定を受けてい 

る場合は同日で実施する。 

（エ）班編成 

１班当たり、原則として２人体制により、住宅政策本部との合同によ

る検査を実施する。 

また、住宅の状況により適宜体制を再編し、専門員を加えて実施する。 

（オ）実施通知 

検査対象となる住宅を選定し、検査の根拠規定、実施日時、場所、担

当者、出席者、準備すべき書類等を文書により、原則検査日の１４日前

までに当該住宅の登録事業者に通知する。 

ただし、必要と認める場合には、検査開始時にこれを通知する（当日

交付を含む。）。 

なお、特定施設に対しては、別途策定する「令和６年度福祉系施設介

護サービス事業者等実地検査実施方針」による内容と合わせ事業者あて

通知の上、実施する。 

（カ）検査日程及び対象 

具体的な日程及び対象は、随時決定する。 

（キ）実績 

（カ）に対する実績を年度末に取りまとめるものとする。 

イ その他 

特定施設における業務管理体制の整備状況に係る確認検査については、

一般検査として、書面又は実地による検査を実施する。 



- 4 - 

 

なお、特定施設において指定等取消処分相当の事案が発覚した場合には、

「介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱」（平成１２年４月１日付

１２高福指第６８号）第５の規定を準用し監査を実施する。 

（３）全体計画の作成時期 

当該指導等を実施する年度の前年度末までに策定する。 

（４）選定方針 

ア 選定時点 

原則として、令和６年４月１日時点で登録されている住宅とする。 

ただし、年度途中で開設した住宅についても、必要があると認められた

場合、実地検査の対象とする。 

イ 選定方法 

（ア）５年間の登録有効期間中に、未だ検査を実施していない住宅 

（イ）運営指導所管である高齢者施策推進部在宅支援課等と調整した上で、

指導等の必要があるとした住宅 

（ウ）利用者その他からの苦情・相談等に関する情報を把握し、その分析結

果から、実地の確認及び指導が必要と思われる住宅 

（エ）過年度の実地検査の結果等により、継続的な検査が必要と思われる住

宅 

（オ）相当の期間にわたって、指導検査を実施していない住宅 

 

５ 関係団体への支援等 

（１）区市町村 

ア 技術的支援 

区市町村に対して、これまで蓄積した住宅等への実地検査に関するノウ

ハウについて、適宜、必要な支援を実施する。 

イ 情報提供 

実地検査の結果を当該住宅が所在する区市町村に提供することにより、

情報の共有化及び実地検査の効率化を図る。 

（２）東京都国民健康保険団体連合会 

区市町村の申出による東京都国民健康保険団体連合会(以下「国保連」と

いう。）の事業者に対する介護報酬の支払の留保は、監査の実施通知等に基

づき可能となっており、引き続き、関係区市町村及び国保連との連携を図り、

指定取消の情報提供等適切な対応を図る。（「特定施設」のみ） 

 

６ 関係団体等との連携 

（１）区市町村 
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実地検査の際に、必要に応じて、住宅等が所在する区市町村に同行を依頼

する。 

また、高齢者虐待防止法に基づく、被虐待者の保護や再発防止に向けた指

導について、区市町村と連携を図る。 

なお、介護給付の適正化の観点から、国保連とともに、連携を図る。（「特

定施設」のみ） 

（２）国 

一般検査及び特別検査に係る法令・制度運用に係る疑義照会、住宅等に対

する情報提供、介護給付の適正化等について、住宅等指導の立場から連携を

図る。 

（３）運営指導所管課等 

住宅政策本部や高齢者施策推進部各課と連携し、住宅等への指導監査の適

正かつ効果的な対応及び推進を図る。 

（４）保険医療機関等の指導検査所管 

 住宅内で外部の医療機関が住宅に訪問する形で提供される医療サービス

について、診療報酬上の不正等が行われている場合には保健医療局保健政策

部国民健康保険課に連絡するとともに連携して対応する。 

 

７ 指導検査結果の活用 

  指導検査結果のうち文書指摘事項及び改善状況については、原則として福

祉局ホームページへ掲載し、都民へ広く情報提供する。 

 

８ その他 

住宅を経営する事業者等に対し、別途実施方法を定め、法令遵守を徹底させ

るため、必要に応じて集団指導及び指導検査を実施する。      

 

 

 

 


